
別紙様式第二十六号（第二百八十四条第一項関係）

（日本産業規格А４）

年 月 日から

金融商品仲介業に関する報告書

年 月 日まで

年 月 日提出

( ふ り が な）

商号又は名称

( ふ り が な）

代表者の役職

（法人の場合）

【 ・ 】

ウェブサイトのアドレス

（注意事項）

　　当該金融商品仲介業者のウェブサイトのアドレス（そのウェブサイトがない場合にあっては、

　その旨）を記載すること。

１　登録年月日及び登録番号

日（ 財務局長（金仲）第 号）

２　所属金融商品取引業者等

①

②

３　役員及び使用人の状況

名 名 名 名

名

４　金融商品仲介業に係る口座の状況

①

②

５　媒介手数料の状況　

①

②

https://www.jaccs.co.jp/service/cardservice/lifesupport/finance

8888 0

447 -1 152
三菱UFJ eスマー
ト証券株式会社

所属金融商品
取引業者等名

三菱UFJ eスマート
証券株式会社

口　　　　　　座　　　　　　数

うち期中に媒介を
行った口座数

前 期 末 当 期 末 増　減

448

所属金融商品
取引業者等名

媒介手数料 その他受入手数料 計

うち外務員

15 3444

5

使　用　人 計
うち非常勤

総　　　数

三菱UFJ eスマート証券株式会社 関東財務局長（金商）第61号

30

委託契約

6 3429

年 月9 17

金融商品取引業者等の

登録番号年月日
金融商品取引業者等名

役　　員

平成20年7月8日

16

本 店 等 の 所 在 地

代 表 者 氏 名

〒040-0063 北海道函館市若松町2番5号

代表取締役社長

株式会社ジャックス

かぶしきがいしゃ　じゃっくす

むらかみ　りょう

　当該金融商品仲介業者のウェブサイトのアドレス（そのウェブサイトがない場合にあっては、そ
の旨）を記載すること。

平成２０

令和６ 4 1

※ 法 人 ・ 個 人 の 別

令和７ 3 31

村　上　　亮

北海道

法　人 個　人

令和７ 6
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（注意事項）

１　登録年月日及び登録番号

当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

２　所属金融商品取引業者等

３　役員及び使用人の状況

４　金融商品仲介業に係る口座の状況

５　媒介手数料等の状況

６　法第66条の２第１項の登録申請書又は法第66条の５第１項の規定による届出書に旧氏及び
  名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更
  する旨を届け出るまでの間、氏名を記載する欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、
　又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

　当期末現在において委託を受けている所属金融商品取引業者等との委託契約年月日、その
商号又は名称及び登録番号を記載すること（複数の所属金融商品取引業者等が存在する場合、適宜記
載欄を設けて記載すること。）。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記するこ
と。

　当期末現在における役員及び使用人について記載すること。なお、個人の場合の代表者は、役員欄
に記載すること。

　「媒介手数料」の欄には、事業年度中に所属金融商品取引業者等から得た媒介手数料の金
額を記載すること。また、「その他受入手数料」の欄には、事業年度中に所属金融商品取引
業者等から得た金融商品仲介業務に係る手数料のうち、媒介手数料以外の手数料の金額を記
載すること。なお、両者の区分が困難である場合は、その旨を欄外に明記した上で、「媒介
手数料」の欄に一括して記載すること。

　なお、「うち期中に媒介を行った口座数」の欄には、約定に至ったか否かに関わらず、期中に金融
商品仲介業者を通じて注文を発注した顧客数を記載することとする。

　金融商品仲介業に係る口座数について、前期末、当期末、期中増減、期中に金融商品仲介業として
媒介行為を行った口座数を記載すること。

　また、当期末現在におけるその常時使用する従業員の数が20名以下である場合には、その数を欄外
に注記すること。


